
□◇□◇□ 日 曜 ジ ジ 通 信 No.175(2013.11.03) from 山下 徹 □◇□◇□     

                         ==>  http://yms-tor.art.coocan.jp 「美術館あおぞら」にバックナンバーが納めてあります。山下徹　あおぞら　検索

五 

重 

塔

　
日
本
美
術
会(

毎
年
三
月
に
日
本
ア
ン
デ
パ

ン
ダ
ン
展
を
開
催)

の
写
生
会
で
岡
山
の
西
、

倉
敷
の
北
の
「
総
社
市
」
の
「
備
中
国
分
寺
」

を
訪
ね
た
。
岡
山
県
で
唯
一
の
五
重
塔
が
あ
る
。

　
奈
良
時
代
に
聖
武
天
皇
に
よ
り
日
本
各
地
に

建
立
さ
れ
た
国
分
寺
の
う
ち
、「
備
中
国
」
国
分

寺
の
後
継
寺
院
だ
そ
う
だ
。

　
廃
寺
と
な
っ
て
い
た
国
分
寺
を
備
中
高
松
城

主
清
水
宗
治
が
再
興
。
そ
の
高
松
城
を
秀
吉
が

水
攻
め
。
織
田
信
長
が
本
能
寺
で
明
智
光
秀
に

討
た
れ
た
の
は
そ
の
最
中
。
秀
吉
は
信
長
討
ち

死
を
宗
治
が
知
る
前
に
「
包
囲
を
解
く
か
ら
」

と
宗
治
を
切
腹
さ
せ
、
光
秀
攻
略
に
向
か
っ
た
。

そ
の
後
、
寺
は
衰
微
。
江
戸
時
代
に
再
興
。

　
南
北
朝
時
代
に
消
失
し
た
七
重
塔
を
、
江
戸

時
代
に
位
置
を
変
え
て
五
重
塔
と
し
て
再
建
、

一
八
四
〇
年
代
に
完
成
と
云
う
。

　
塔
を
見
な
が
ら
複
雑
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

備
中
国
分
寺
　
総
社
市(

岡
山
県)

な 

が 

お

秘密保護法は何が秘密かも秘密

　
安
倍
政
権
が
成
立
を

目
指
す
秘
密
保
護
法
で

は
、
何
が
秘
密
な
の
か
も

秘
密
。
確
か
に
、「
こ
の

ミ
サ
イ
ル
の
射
程
距
離
が

二
千
キ
ロ
な
の
は
秘
密
」

と
公
表
し
た
ら
秘
密
の
意

味
が
無
い
が
・
・
・
そ
う

な
る
と
・
・
・
。

ス
ピ
ー
ド
違
反
？

　
車
で
走
っ
て
い
た
ら
警

官
が
「
ス
ピ
ー
ド
違
反

だ
」「
え
？
何
キ
ロ
か
前

に
五
十
キ
ロ
の
標
識
が
あ

っ
た
き
り
だ
ぞ
」「
で
も
、

こ
こ
の
最
高
速
度
は
秘

密
。
秘
密
だ
か
ら
標
識
も

無
い
。文
句
は
裁
判
所
で
」

　
裁
判
所
で
は
、
そ
の
場

所
の
最
高
速
度
が
い
く
ら

か
弁
護
人
は
お
ろ
か
裁
判

官
に
も
開
示
さ
れ
な
い
。

で
も
違
反
と
さ
れ
る
。

横
領
し
て
も

　
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
集
団

の
情
報
を
得
よ
う
と
警
察

が
誰
か
を
買
収
し
た
と
し

よ
う
。
で
も
、
誰
を
、
い

く
ら
で
買
収
し
た
か
、
当

然
秘
密
。そ
う
な
っ
た
ら
、

関
係
者
が
い
く
ら
横
領
し

た
っ
て
分
か
ら
な
い
。
買

収
資
金
の
流
れ
を
追
及
し

た
ら
秘
密
保
護
法
で
、
捕

ま
っ
て
し
ま
う
。

罪
刑
法
定
主
義

　
日
本
の
憲
法
は
罪
刑
法

定
主
義
。
法
律
に
違
反
し

た
ら
刑
罰
が
あ
る
。
法
律

に
定
め
の
無
い
行
為
は
罰

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

と
こ
ろ
が
秘
密
保
護
法
で

は
秘
密
の
範
囲
は
各
大
臣

が
指
定
し
、
法
律
に
は
書

か
れ
な
い
。
こ
れ
は
罪
刑

法
定
主
義
に
反
す
る
憲
法

違
反
で
は
な
い
か
？

　
更
に
、
何
が
秘
密
な
の

か
も
公
表
せ
ず
、
裁
判
で

も
明
ら
か
に
し
な
い
。

　
こ
れ
じ
ゃ
暗
黒
裁
判
に

な
る
。
　

　
皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ

ま
す
か
？


